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＜要約＞

　税効果会計の目的は、企業会計上の資産または負債の額と課税所得計算上の資産または負

債の額に差異が生じた場合に、企業会計上の法人税等を控除する前の当期純利益（税引前当

期純利益）と法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金を、適切に期間配分を

行い合理的に対応させる手続きのことである。

　平成 28 年度税制改正により、地方法人税の税率の引き上げ、法人住民税法人税割の税率

の引き下げ、および地方法人特別税の廃止が定められ、令和元年 10 月 1 日以後開始事業年

度より適用されている。また、令和元年度税制改正においては、法人事業税の一部を分離し

て特別法人事業税および特別法人事業譲与税が創設され、令和元年 10 月 1 日以後開始事業

年度から適用されている。令和 2 年度税制改正においては、法定実効税率に影響する税制改

正は実施されていない。

　税効果会計に適用される税率が変更された場合には、決算日現在における改正後の税率を

用いて法定実効税率を計算する。この場合、過年度に計上された繰延税金資産および繰延税

金負債を修正することになる。また、法定実効税率の変更は、税効果会計の適用に影響を及

ぼすことになり、特にスケジューリングを行う際の解消時期と法定実効税率の関係において、

繰延税金資産や繰延税金負債の計上額に影響を与える。この場合、税率が下落した場合にお

ける繰延税金資産の減少への影響は、損益計算書にも利益の減少要因として業績を左右する

影響力を持つことになる。

　法定実効税率をめぐる問題としては、標準税率と実際の税率（中小法人の軽減税率、超過

税率）が異なる場合の取り扱いや、また、本社以外に支店や事業所がある場合で、地方税等

が各自治体により異なる場合が指摘されている。

　本稿では、税効果会計の対象となる税金と法定実効税率の算定、繰延税金資産・負債の修
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正処理、会計処理の特徴と税率の変更に伴う影響および改正地方税法等を受けた改正条例が

成立していない場合の税率の算定について考察を行った。
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1　はじめに

　平成 28 年度税制改正により、地方法人税の税率の引き上げ、法人住民税法人税割の税率

の引き下げ、および地方法人特別税の廃止が定められ、令和元年 10 月 1 日以後開始事業年

度より適用されている。また、令和元年度税制改正においては、法人事業税の一部を分離し

て特別法人事業税および特別法人事業譲与税が創設され、令和元年 10 月 1 日以後開始事業

年度から適用されている。令和 2 年度税制改正においては、法定実効税率に影響する税制改

正は実施されていない。

　税効果会計に適用される税率が変更された場合には、決算日現在における改正後の税率を

用いて法定実効税率を計算する。この場合、過年度に計上された繰延税金資産および繰延税

金負債を修正することになる（個別税効果実務指針 19）。法定実効税率をめぐる問題として

は、標準税率と実際の税率（中小法人の軽減税率、超過税率）が異なる場合の取り扱いや、

また、本社以外に支店や事業所がある場合で、地方税等が各自治体により異なる場合が指摘

されている
1）
。

　税務計算と企業会計には、課税所得と企業会計上の利益に差異（一時差異）が生じる。し

たがって、当該差異を調整し法人税等の額と税引前当期純利益を期間的に対応させる必要が

ある。税効果会計は一時差異に係る法人税額の期間帰属を企業会計に合わせ、企業会計上の

利益を適正に表示することが税効果会計の目的である（商法と企業会計の調整に関する研究

会報告書）。

　日本の法定実効税率は、現在 30.62％（外形標準課税適用法人）であり、日本企業と海外

企業を比較すると、税負担率
2）
には相違がある。現在、税効果会計に適用される法定実効税

率は、一時差異解消時に予想される税率であり資本負債法が採用されている。資本負債法は、

一時差異発生時にすでに解消時の税率が確定している場合には、解消時の税率で繰延税金資

産・負債を計算する方法であり、将来税キャッシュ・フローの増減に関する有用な情報を提

供できる方法として適用されている
3）
。

　税効果会計に適用する税率は、複数の選択（標準税率、軽減税率、超過税率、制限税率、

平均税率等）が考えられる。税効果会計においては、税金費用の適切な期間配分をすること

により、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることが目的で

ある
4）
。
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　本稿では、平成 28 年度および令和元年度の税制改正により、税率が変更されたことによ

る影響において、税効果会計の対象となる税金と法定実効税率の算定、繰延税金資産・負債

の修正処理、会計処理の特徴と税率の変更に伴う影響および改正地方税法等を受けた改正条

例が成立していない場合の税率の算定について考察を行った。

2　税効果会計の対象となる税金と法定実効税率

　税効果会計の目的は、会計上と税務上とで計算した法人税等の金額に相違がある場合に、

会計上の法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等の額を合理的に対応させることを目

的とする手続である（税効果会計基準第一）。ここに法人税等とは、法人税、都道府県民税、

市町村民税および利益に関連する金額を課税標準とする事業税が含まれる（税効果会計基準

注解（注 1））。

　税効果会計の対象となる法人税等に含まれる税金は、利益に関連する金額を課税標準とす

る税金である（個別税効果実務指針 36）。住民税と事業税については、課税方法の相違から

複数の内容に分けて構成されており、住民税（法人税割、均等割）、事業税（所得割、付加

価値割、資本割）があり、税効果会計においては、住民税は法人税割、事業税は所得割が対

象となる。

　税効果会計基準では、繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、将来減算一時差異また

は、将来加算一時差異の金額に、回収または支払が行われると見込まれる年度に適用となる

税率を乗じて計算される（税効果会計基準第二二 1,2）。当該税率は、利益に関連する金額を

課税標準とする税金に係る税率により計算された法定実効税率が使用される。法定実効税率

とは、連結納税制度を適用する場合を除き、次の算式による（税効果適用指針第 4（11））。

法定実効税率 = 
法人税率×（1+ 地方法人税率 + 住民税率）+ 事業税率

  1+ 事業税率

　税制上、地方法人税および住民税（法人税割）の税率は法人税率を課税標準としているた

め、課税所得に対する合計税率は「法人税率×（1+ 地方法人税率＋住民税率）+ 事業税率」

となるが事業税は支払事業年度に損金に算入されるため、当該合計税率ではなく、事業税

の損金算入の効果を考慮するため合計税率を（1+ 事業税率）で除して調整することになる。

これは、事業税が当期の損金に算入されないことから、翌期および翌期以後のすべての年度

の課税所得に影響を及ぼすことになり、損金に算入された事業税額を差し引いた額が課税所

得となる
5）6）

。

　法定実効税率は、法人税率、住民税率および事業税率に基づいて、税引前当期純利益に占

める法人税等の比率を表す。現在の法人税額、地方法人税額、住民税額（法人税割）、事業

税額（所得割）および特別法人事業税額の合計税額は、次頁の表 1に示す通りである。



34 嘉悦大学研究論集　第63巻第2号通巻118号　2021年3月

表 1　合計税額および計算式

税額 計算式

（1）法人税額 課税所得×法人税率

（2）地方法人税額 課税所得×法人税率×地方法人税率

（3）住民税額（法人税割） 課税所得×法人税率×住民税率

（4）事業税額（所得割） 課税所得×事業税率

（5）特別法人事業税額 課税所得×事業税率×特別法人事業税率

　合計税額および合計税率は上記（1）から（5）の合計により計算される。式で示すと下記

の通り算定される。

合計税額＝ 課税所得×｛法人税率×（1 ＋地方法人税＋住民税率）＋事業税率＋事業税率

×特別法人事業税率）｝

合計税率＝ A
合計税額
課税所得

＝ B

｛法人税率×（1+ 地方法人税率 + 住民税率）+ 事業税率 + 事業税率×特別法人事業税率｝＝ C

　上記の内容を式で表すと、A ＝ B ＝ C と表記することができる。法定実効税率は、さら

に上記の合計税率から事業税率と特別法人事業税率に法定実効税率を乗じた数値から控除し

て求めることになる。これは、事業税と特別法人事業税は、法人税や住民税とは違い、損金

に算入が可能であるため、事業税と特別法人事業税を反映した税率を計算することになり、

計算式を示すと次のとおり算定される。

法定実効税率 = 合計税率－（事業税率 + 事業税率×特別法人事業税率）×法定実効税率

合計税率 =（1 ＋事業税率＋事業税率×特別法人事業税率）×法定実効税率

法定実効税率 = 合計税率
 1+ 事業税率 + 事業税率×特別法人事業税率

法定実効税率 =
 法人税率×（1+ 地方法人税率 + 住民税率）+ 事業税率 + 事業税率×特別法人事業税率

 1+ 事業税率 + 事業税率×特別法人事業税率

　上記の法定実効税率の算定にあたって使用する法人税および地方税については、決算日に

おいて国会で成立している法人税法および地方税法に規定されている税率である（税効果適
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用指針第 46）。また、住民税（法人税割）および事業税（所得割）については、決算日にお

いて国会で成立している地方税法等に基づく税率である（税効果適用指針第 47）。以下、例

証 1 に基づいて法定実効税率の算定について考察を行う。

【例証1】

　甲社の事業年度は、令和 2 年 1 月 1 日から令和 2 年 12 月 31 日である。甲社事業所は東京

都に所在地があり、住民税および事業税については、超過課税による税率が課されており、

法定実効税率を算定している。また、下記の表 2の税率は、令和元年 12 月 31 日において成

立している法律または条例に規定されている税率であり、令和 2 年 1 月 1 日以後に開始する

事業年度の法定実効税率の算定に関する税率である。

表 2　資本金 1億円超の外形標準課税適用法人

外形標準課税適用法人 令和元年 10 月１日以後開始する事業年度

（1）法人税 23.2％

（2）地方法人税 10.30％

（3）住民税（超過税率） 10.40％

（4）事業税（標準税率） 1.00％

（5）事業税（超過税率） 1.18％

（6）特別法人事業税 260.0％

（税効果会計適用指針　設例 10 一部参照）

　

　上記、表 2における標準税率とは、地方公共団体が課税する場合に地方税法（昭和 25 年

法律第 226 号）で通常よるべき税率である。超過税率とは、標準税率を超える税率で地方公

共団体が課税することが地方税法で認められているものである。法定実効税率の計算式およ

び税率の算定（小数点以下第 3 位を四捨五入）を示すと下記の通りである。

法定実効税率 = 法人税率×（1+ 地方法人税率 + 住民税率）+ 事業税率 + 事業税率×特別法人事業税率

 1+ 事業税率 + 事業税率×特別法人事業税率

　上記の式に実際の税率を代入して計算を行うと下記の通りになる。

30.62% = 23.2% × (1 + 10.30% + 10.40%) + 1.18% + 2.60%
 1 + 1.18% + 2.60%

　上記の特別法人事業税率（2.60%）は、標準税率により計算した法人事業税所得割額を課

税標準とするため、事業税所得割の標準税率（1.00%）×特別法人事業税率（260.0%）の算

式により計算している。
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3　税効果会計に適用される税率が変更された場合

　税効果会計に適用される税率が変更された場合には、過年度に計上された繰延税金資産お

よび繰延税金負債を改正後の税率を用いて、再計算をすることになる（税効果会計基準注解

（注 6））。また、繰延税金資産および繰延税金負債の金額を修正した額は、損益計算書上、税

率変更年度の法人税等調整額に加減して処理する。ただし資産または負債の評価替えにより

生じた評価差額が直接資本の部に計上される場合においては、当該評価差額に係る繰延税金

資産および繰延税金負債の金額を修正したときは、修正差額を評価差額に加減して処理する

（税効果会計基準注解（注 7））。

　現在、国際会計基準の設定主体である国際会計基準審議会（International Accounting 

Standards Board：以下、「IASB」という）の前身である国際会計基準委員会（International 

Accounting Standards Committee）が公表した「国際会計基準第 12 号　法人所得税」（International 

Accounting Standards No.12  Income Taxes：以下、「IAS 第 12 号」という）では、当期および過

去の期間の当期税金資産（負債）は、貸借対照表日における法定税率または実質的法定税率

（および税法）を使用して、納付額と還付額の予想額を算定する。また、繰延税金資産およ

び繰延税金負債は、貸借対照表日における法定税率または実質的に施行されている法定税率

（および税法）に基づいて、資産が実現する期または負債が決済される期に適用されると予

想される税率で計算するとしている
6）
。

　米国基準（Topic740「法人所得税（Income Taxes）」）では、税法または税率が変更された場

合は、繰延税金資産と繰延税金負債は修正が行われる。当該影響額は税法または税率の変更

が施行された年度に損益に計上される
7）
。日本基準および、IAS 第 12 号と米国基準は、期末

月の法定実効税率により測定を求めており基本的な取り扱いはほぼ同一である。

　平成 28 年度（2015 年）税制改正により、平成 28 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から

法人税率（普通法人「大法人」）が 23.9％から 23.4％および 23.2％へと段階的に引き下げられ、

その他の税金（地方法人税、住民税、事業税）に関しても法人課税の偏在是正を目的として

税率が変更された。表 3は、東京 23 区における資本金 1 億円超の外形標準適用法人に適用

される、2019 年 3 月期から 2021 年 3 月期までの法定実効税率をまとめたものである。法定

実効税率には、変更はないが地方法人税の変更、地方法人特別税の廃止および特別事業法人

税の導入がある。
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表 3　東京 23 区における資本金 1億円超の外形標準適用法人

実効税率の試算 2019 年 3 月期 2020 年 3 月期 2021 年 3 月期

（1）法人税 23.2％ 23.2％ 23.2％

（2）地方法人税 4.4％ 4.4％ 10.4％

（3）住民税（超過税率） 16.3％ 16.3％ 10.3％

（4）事業税（標準税率） 0.7％ 0.7％ 1.0％

（5）事業税（超過税率） 0.88％ 0.88％ 1.18％

（6）特別法人事業税 － － 260.0％

（7）地方法人特別税 414.2% 414.2% －

（8）法定実効税率 30.6% 30.6% 30.6%

東京都主税局ホームページ参照、国税庁ホームページ参照

　以下、例証 2 に基づいて税率が変更された場合における会計処理について考察を行う。

【例証2】

税率変更による会計処理

　A 社は、期中に税制の改正が公布され、決算日現在における改正後の法定実効税率（35％）

を用いて、当期首における繰延税金資産 3,000 千円および繰延税金負債 800 千円の金額を修

正している。また、当期中の将来減算一時差異 1,500 千円（増加額）および将来加算一時差

異 200 千円（減少額）による繰延税金資産および繰延税金負債の増減額を改正後の税率で計

算している。前期における当期の法定実効税率の見込みは 38％であった。当期期首の修正計

算と当期期首における残高修正における税効果会計の仕訳を示すと下記のとおりである。（単

位：千円）

（借方） 繰延税金負債 24  （貸方）繰延税金資産 90

 法人税等調整額  66

 （1）期首繰延税金資産　3,000 × (35%-38%) = △ 90

 （2）期首繰延税金負債　800 × (35%-38%) = △ 24

　

　また、当期中の計算内容と当期中の繰延税金資産および繰延税金負債の増減額における税

効果会計の仕訳を示すと下記のとおりである。

（借方） 繰延税金資産 525  （貸方）法人税等調整額 595

 繰延税金負債  70

 （1）期中繰延税金資産（増加額）1,500×35％ ＝ 525
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 （2）期中繰延税金負債（減少額）200 × 35％ = 70

　上記の当期における期首と期中の税効果会計の合計仕訳を示すと下記の通りである。

（借方） 繰延税金資産 435  （貸方）法人税等調整額 529

 繰延税金負債  94

　上記、例証 2 の場合、法定実効税率が前期 38％から当期 35％に引き下げられたケースで

あり、当期の計算方法は、期末繰延税金資産・負債を確定し、期首の確定していた期首繰延

税金資産・負債の残高を差し引いて、期中繰延税金資産・負債の増減額を算出する。法定実

効税率の変更は、税効果会計の適用に影響を及ぼすことになる。特にスケジューリングを行

う際の解消時期と法定実効税率の関係において、繰延税金資産や繰延税金負債の計上額に影

響を与える。この場合、税率が下落した場合における繰延税金資産の減少への影響は、損益

計算書にも利益の減少要因として業績を左右する影響力を持つことになる
8）
。

　また、税率が変更され、子会社の資産および負債の時価評価により生じた評価差額に係る

一時差異（繰延税金資産および繰延税金負債）の修正額は、当該税率が変更された連結会計

年度において、法人税等調整額勘定に加減して処理する（税効果適用指針 52）。これは、子

会社の資産および負債の時価評価により算定される差額を修正しないことにより、子会社の

支配獲得時における親会社の出資額を子会社の資本の相殺消去（開始仕訳）が継続して実施

することができる
9）
。

4　改正地方税法等を受けた改正条例が成立していない場合の税率の算定

　改正地方税等が決算日以前に成立し、当該改正地方税法等を受けた改正条例が当該決算日

に成立していない場合の法定実効税率の算定については、決算日において成立している条例

に標準税率で課税することが規定されている場合は、改正地方税法等に規定されている標準

税率によるが、決算日において成立している条例に超過課税による税率が課税することが規

定されている場合は、改正地方税等に規定されている標準税率に、決算日において成立して

いる条例に規定されている超過課税による税率が、改正直前の地方税等の標準税率を超える

差額を考慮する税率を算定し適用される。これは改正地方税法等を受けた改正条例が成立し

ていないため、超過課税による税率が未定であるためである（税効果適用指針 48（2）②）。

　当該差額を考慮する税率を算定する方法（翌事業年度における事業税（所得割）の超過課

税による税率の算定）には、（1）改正地方税法等に規定されている標準税率に決算日におい

て成立している条例に規定されている超過課税による税率が、改正直前の地方税法等の標準

税率を超える数値を加算して算定される。当該税率は改正地方税法に規定されている事業

税（所得割）の制限税率を超えない税率である（税効果会計適用指針 49（1））。制限税率と

は、地方公共団体が超過税率による税率で課税する場合でも超えることが認められる税率で

あり、地方税法に規定されているものである。
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　また、別の方法としては、（2）超過課税による税率を算定する場合は、改正地方税法等に

規定されている標準税率に、決算日において成立している条例に規定されている超過課税に

よる税率における改正直前の地方税法等の標準税率に対する割合を乗じて算定される。当該

税率は改正地方税法に規定されている事業税（所得割）の制限税率を超えない税率である。（税

効果会計適用指針 49（2））

　上記（1）による方法は、超過する数値を加算して算定（事業税（所得割）の標準税率と

超過税率との差額に翌事業年度の事業税（所得割）の標準税率を加算する）する方法であり、

下記の①の算式となる。

①　超過税率＝翌事業年度の標準税率＋（標準税率－超過税率）

　上記（2）による方法は、割合を乗じて算定（翌事業年度の事業税（所得割）の標準税率

に超過課税における事業税（所得割）の標準税率に対する割合を乗じる）する方法であり、

下記の②の算式となる。

②　超過税率＝翌事業年度の標準税率×（標準税率÷超過税率）

　以下、例証 3 に基づいて、改正地方税法等を受けた改正条例が成立していないため、超過

課税による税率が未定である場合についての対応について考察を行う。

【例証3】

　乙社の事業年度は、X1 年 4 月 1 日から X2 年 3 月 31 日である。乙社の事業所は、東京都

に所在地があり住民税および事業税については、超過課税による税率が課されており、法定

実効税率を算定している。X2 年 3 月 31 日に、改正地方税法等が国会で成立し X2 年 4 月 1

日以後開始する事業年度の事業税（所得割）の標準税率が改正された。しかし、X2 年 4 月 1

日以後開始する事業年度の超過課税による税率を定めた改正条例は、X2 年 3 月 31 日におい

て成立していない。事業税（所得割）の制限税率は、標準税率に 1.5 を乗じた税率とする。

表 4　資本金 1億円超の外形標準適用法人

実効税率の試算 X1 年 4 月 1 日～ X2 年 3 月 31 日 X2 年 4 月 1 日以後開始する事業年度

（1）法人税 23.2％ 21.0％

（2）地方法人税 10.4％ 10.0％

（3）住民税（超過税率） 10.3％ 9.0％

（4）事業税（標準税率） 1.0％ 0.9％

（5）事業税（超過税率） 1.18％ （未定①）

（6）特別法人事業税 260.0％ 260.0％※ 1

（7）法定実効税率 30.6％ （未定②）　　　｜（未定③）

（税効果会計適用指針　設例 11 一部参照）

　※ 1　特別法人事業税率　1.0％× 260.0％＝ 2.60％
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　前頁（表 4）に基づいて、改正地方税等が決算日以前に成立し、当該改正地方税法等を受

けた改正条例が当該決算日に成立していない場合の法定実効税率を算定（小数点以下第 3 位

を四捨五入）する。

　X2 年４月１日以後に開始する事業年度における事業税（所得割）の超過税率は、下記の

通りである。超過税率の算定（1）は、0.9％＋（1.18％ –1.0％）＝ 1.08％（未定①）と算定さ

れる。制限税率（0.9％× 1.5 ＝ 1.35％）を超過していない。また、超過税率の算定（2）は、

0.9％×（1.18％÷ 1.0％）＝ 1.06％（未定①）と算定される。制限税率 1.35％を超過していない。

上記（1）と（2）に基づき、X2 年 4 月 1 日以後開始する事業年度に解消する一時差異に係

る繰延税金資産および繰延税金負債の計算に用いる法定実効税率（未定②）と（未定③）を

算定すると下記の通りとなる。

　超過税率（1）の場合の法定実効税率　（未定②）

27.65% = 21.0% × (1 + 9.0% + 10.0%) + (1.08%) + 2.60%
 1 + 1.08% + 2.60%

　超過税率（2）の場合の法定実効税率　（未定③）

27.64% = 21.0% × (1 + 9.0% + 10.0%) + (1.06%) + 2.60%
 1 + 1.06% + 2.60%

5　おわりに

　税効果会計は、繰延税金資産の計算にあたり、税制改正等を受け税率が毎年引き下げられ

ている現状において適用される法定実効税率は、どの税率を使用すべきか重要な課題となる。

税効果会計に適用する税率は、複数の選択（標準税率、軽減税率、超過税率、制限税率、平

均税率等）が考えられる。税効果会計は、税金費用の適切な期間配分をすることにより、法

人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることが目的であり、見積

もりに依拠することが求められている
10）
。住民税や事業税について標準税率と実際に適用し

た税率（超過税率）が乖離している場合には、法定実効税率の算定に当たり問題が生じる。

標準税率と実際に適用した税率（超過税率等）との差が小さい場合は、標準税率を実効税率

として法定実効税率とすることも考えられるが、税率の差異が大きい場合には、実際の税率

を用いるべきである
11）
。また、現在日本で適用される税率は、資本負債法が採用されており、

一時差異解消時に予想される税率である
12）
。米国では、かつて一時差異発生時の税率を適

用する繰延法が適用されており、税率が変更されても再評価されなかったため、繰延税金資

産・負債は税キャッシュ・フローの増減を正確に表していなかった
13）
。

　税率の変更は、繰延税金資産、繰延税金負債を新たな法定実効税率により再計算を行うこ

とになる。また、法定実効税率が大きく変更になると、利益に相当の影響を与えた場合は、
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決算の修正発表等も必要となる
14）
。税率の変更は、繰延税金資産の残高が多い場合は、税率

が減少することにより繰延税金資を取崩した場合と同一の内容となり、法人税等負担額の増

加と利益の減少要因となる。したがって、税率改定前後における税効果会計の適用は、企業

の業績を左右する影響力を持つことになる
15）
。また、税率以外の税法の改正がある場合にも、

税効果会計に影響を与えることが想定される。例えば、欠損金の繰延控除限度額の引き下げ

は、将来の課税所得と相殺できる繰越欠損金が減少するため、繰延税金資産の一部の取り

崩しが行われる。また、受取配当金の益金不算入制度において対象範囲が変更になると、繰

延税金資産の回収可能性の見積もりが将来の課税所得の金額の変動に影響が生じることにな

る
16）
。
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